
税務

　新型コロナウイルス感染症の影響により次の要件を満たす方は、減免申請の提出をすることで保険税が
減免されます。必要書類については、お問い合わせください。

対象となる
世帯

注：前年とは、
令和３年です。

①　主な生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯
②　 主な生計維持者の事業収入等（事業収入、不動産収入、山林収入、

給与収入）の減少が見込まれ、次の要件がすべて該当する世帯
　　�□��主な生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等に

より補填されるべき金額を控除した金額）が前年の当該収入等の額の10分
の３以上

　　�□�主な生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下
　　�□��減少することが見込まれる主な生計維持者の事業収入等に係る所得以外の

前年の所得の合計額が400万円以下

対象となる
保険税 令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間に納期限がある保険税

減 免 額

①　対象となる世帯１…対象となる期間の全額
②　対象となる世帯２…（Ａ）×（Ｂ）÷（Ｃ）×減免割合（注１）

　　（Ａ）�当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
　　（Ｂ）��世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る

前年の合計所得金額
　　（Ｃ）��世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属するすべての被保険者につ

き算定した前年の合計所得金額� �
（注１）減免割合�  
　　

ご留意：�（Ｂ）減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の合計所得金額が０
円またはマイナスの場合は、減免の対象外となります。� �
（住民税申告等により確認します）

前年の合計所得金額 減額または免除の割合

300万円以下であるとき 10分の10(全額)

400万円以下であるとき 10分の８

550万円以下であるとき 10分の６

750万円以下であるとき 10分の４

1,000万円以下であるとき 10分の２

令和４年度  国民健康保険税の減免について
（新型コロナウイルス感染症の影響による場合）

問　税務課　町民税係　☎476-1111（113）

広報おおさき 令和４年７月号　12


